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音更霊園条例の一部を改正する条例

音更霊園条例（昭和４６年音更町条例第２０号）の一部を次のように改正する。

第３条第１項中「及び納骨堂」を「、納骨堂及び合同納骨塚」に改め、同項に次の１号

を加える。

（６）合同納骨塚（複数の遺骨を合同で埋蔵する施設）

第４条に次の１項を加える。

２ 合同納骨塚を使用できる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、町

長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

（１）本町に住所を有する者であつて、親族の遺骨を埋蔵しようとするもの

（２）死亡時において本町に住所を有していた親族の遺骨を埋蔵しようとする者

（３）本町に過去に住所を有していた親族の遺骨を埋蔵しようとする者

（４）霊園内の墓所に埋蔵されている遺骨を合同納骨塚に改葬しようとする者

第５条及び第９条中「墓所」の次に「又は合同納骨塚」を加える。

第１０条第２項中「年」を「年度」に改める。

第１６条を第１８条とし、第１５条を第１７条とする。

第１４条の見出し中「使用」の次に「の許可」を加え、同条中「一に」を「いずれか

に」に改め、同条各号列記以外の部分中「使用」の次に「の許可」を加え、「取消す」を

「取り消す」に改め、同条を第１５条とし、同条の次に次の１条を加える。

（遺骨の不返還）

第１６条 合同納骨塚に埋蔵された遺骨は、返還を求めることができない。

第１３条中「改葬その他の理由により墓所が不要になつたとき」を「墓所を使用する者

は、次の各号のいずれかに該当する場合」に改め、同条に次の各号を加える。

（１）使用している墓所が不用になつたとき。

（２）墓所に埋蔵されている遺骨を合同納骨塚に改葬するとき。

第１３条を第１４条とし、第１２条を第１３条とする。

第１１条中「により」の次に「前２条の」を加え、同条の次に次の１条を加える。

（清掃料の還付）

第１２条 第１４条の規定により墓所を返還する場合において、既納の清掃料に未使用の

年度分が含まれるときは、当該年度分の清掃料を還付する。
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別表を次のように改める。

別表（第９条、第１０条関係）

区分 区画面積 使用料 清掃料

墓所 ５０,０００円
１年度につき

規格墓所 １区画６平方メートル （返還された墓所の場合は
１,０５０円

自由墓所 １０,０００円）

合同納骨塚 － １体につき １０,０００円 －

備考

１ 使用料は、永代使用料である。

２ 清掃料は、消費税及び地方消費税相当額を含むものである。

附 則

（施行期日）

１ この条例は、令和４年１０月１日から施行する。

（経過措置）

２ この条例による改正後の音更霊園条例の規定（改正後の第１２条の規定を除く。）は、

この条例の施行の日（以下「施行日」という。）以後に使用の許可を行うものについて

適用し、施行日前に使用の許可を行うものについては、なお従前の例による。

３ 改正後の第１２条の規定は、施行日以後に墓所を返還する場合について適用する。

（準備行為）

４ 改正後の音更霊園条例の施行に関し必要な準備行為は、この条例の施行前においても

行うことができる。


